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平成28年度「中防連」表彰を受賞
安芸高田市防犯連合会理事　住吉 二郎さん（８１歳）

　住吉さんは、多年にわたり地域に密着した防犯活動に尽力
し、本市の安全・安心に多大な貢献をされました。その功績
が認められ、中国防犯連合会連絡協議会より防犯功労者とし
て表彰されました。

平成28年度交通安全功労者広島県知事表彰を受賞
安芸高田市交通安全運動推進隊
高宮分隊長　出張 英雄さん（79 歳）

　出張さんは、交通安全の確保及び交通安全思想の普及に
貢献し顕著な功績があったと認められ、広島県知事より交通
安全功労者として表彰されました。

平成28年度交通安全功労者交通対策本部長表彰を受賞

安芸高田市交通安全運動推進隊
美土里分隊長　川元 竣匝さん（74 歳）

　川元さんは、交通安全の確保及び交通安全思想の普及に
貢献し顕著な功績があったと認められ、内閣府特命担当大臣
より交通安全功労者として表彰されました。

平成28年度地方教育行政功労者表彰を受賞
安芸高田市教育長職務代理者　上田 隆之さん（７４歳）

　上田さんは、平成 16 年 4 月に教育委員に就任されて以来、高い識
見と指導力により、本市の教育行政の発展に尽力され、「安芸高田協育」
の推進に貢献されました。その功績が認められ、文部科学大臣より表
彰されました。

に　い  おか　ゆ　み

二井岡 友美〈吉田町〉
広島大学馬術部

全日本学生馬術大会 2016
10 月 26 日（水）～11 月 2 日（水）
東京都／JRA 馬事公苑全国大

会出場
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人人 市民のコーナー輝く輝く 「
障
害
者
週
間
」
は
、
国
民
の
間
に
広

く
障
害
者
の
福
祉
に
つ
い
て
の
関
心
と
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
障
害
者
が
社
会
、

経
済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活

動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
意
欲
を
高
め
る

こ
と
を
目
的
に
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

安
芸
高
田
市
で
は
、
11
月
30
日
（
水
）

か
ら
12
月
12
日
（
月
）
ま
で
、
ク
リ
ス
タ

ル
ア
ー
ジ
ョ
1F
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
い

て
、
市
内
障
害
者
施
設
を
紹
介
す
る
パ
ネ

ル
展
示
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
期
間
中
の
12
月
9
日
（
金
）
は
、

「
あ
じ
さ
い
横
丁
」
を
開
店
し
ま
す
（
11
時

～
13
時　

※
通
常
は
毎
月
第
3
金
曜
日
に

開
催
）。
市
内
障
害
者
施
設
の
お
菓
子
や
布

製
品
等
の
手
作
り
製
品
を
多
数
揃
え
て
販

売
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
来
館
い

た
だ
き
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

こ
の
取
組
み
は
、
障
害
の
あ
る
方
の
就

労
支
援
と
工
賃
向
上
、
市
民
の
皆
さ
ま
の

障
害
者
理
解
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

安
芸
高
田
市
で
は
子
育
て
環
境
の
充
実

を
図
り
出
生
の
向
上
及
び
子
育
て
世
代
の

定
住
促
進
を
目
的
に
保
育
料
の
第
２
子
半

額
・
第
３
子
以
降
無
料
化
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
適
用
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す
の
で
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
方
で

申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
平
成
28
年
度

中
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
第
２
子
半
額
の
要
件

　

① 

18
歳
以
下
の
兄
弟
姉
妹
で
、
第
２
子
が

保
育
所
も
し
く
は
幼
稚
園
を
利
用
し
て

い
る
。

　

②
市
税
等
に
滞
納
が
な
い
。

●
第
３
子
以
降
無
料
の
要
件

　

① 

18
歳
以
下
の
兄
弟
姉
妹
で
、
第
３
子
以

降
が
保
育
所
も
し
く
は
幼
稚
園
を
利
用

し
て
い
る
。

　

② 

市
税
等
に
滞
納
が
な
い
。

詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
課
（
保
育
所
）、

教
育
総
務
課
（
幼
稚
園
）
に
お
問
い
合
せ
下

さ
い
。
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